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本
稿
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
ベ
ル
ギ
ー
元
老
院
に
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
三
月
現
在
も
な
お
委
員
会
審
議
中
で

あ
る
、
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
立
法
案
の
仮
訳
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ギ
ー
に
は
国
際
私
法
固
有
の
成
文
法
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
関
係
諸
法
に
分
散
し
て
い
る

諸
規
定
を
事
案
の
性
質
に
応
じ
て
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
極
め
て
分
か
り
に
く
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
準
拠
法
の

決
定
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
な
規
定
で
あ
る
民
法
三
条
が
多
く
の
問
題
に
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
〇
四
年
以
降
改
正
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
事
情
も
相
俟
っ
て
、
具
体
的
な
解
決
は
判
例
や
学
説
を
通
じ
た
解
釈
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ

い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
を
中
心
に
規
定
が
比
較
的
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
に
関
す
る
特
別
法
な
ど
複
数
の

特
別
法
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
複
数
の
ハ
ー
グ
条
約
を
含
む
多
く
の
国
際
条
約
が
批
准
さ
れ
国
内
法
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
の
混
沌
と
し
た
状
況
を
修
正
し
、
準
拠
法
や
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
民
法
制
定
以
降
の

社
会
生
活
、
経
済
の
変
化
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
及
び
、
近
年
の
諸
外
国
の
立
法
例
や
、
諸
条
約
を
参
考
に
し
な
が
ら
国
際
化
を
目
指
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す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
六
年
に
ゲ
ン
ト
大
学
のE

rau
w

教
授
お
よ
び
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
のF

allon

教
授

を
中
心
に
国
際
私
法
法
典
化
作
業
が
始
め
ら
れ
、
二
〇
〇
二
年
七
月
に
元
老
院
へ
の
立
法
案
の
提
出
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

本
立
法
案
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
外
観
上
の
特
徴
で
あ
る
が
、
一
九
八
七
年
に
制
定
さ
れ
た
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
な
ら
い
、
事
項
毎
に
抵
触
法
規
則
と
国
際

裁
判
管
轄
規
則
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
個
別
規
定
に
そ
ぐ
わ
な
い
国
際
裁
判
管
轄
関
連
の
一
般
的
な
規
定
に
つ
い
て
は
、

総
則
の
章
に
「
裁
判
管
轄
権
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
反
致
を
一
般
的
に
否
定
し
つ
つ
も
、
相
続
と
法
人
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
反
致
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
七
八

条
お
よ
び
第
一
一
〇
条
参
照
）。

第
三
に
、
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
要
件
と
し
て
、
実
質
的
再
審
査
が
不
要
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
第
二
五
条
）。
従
来
、
ベ

ル
ギ
ー
は
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
実
質
的
再
審
査
を
必
要
と
す
る
非
常
に
稀
な
立
法
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
大

き
な
変
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
四
に
、
近
年
欧
州
各
国
に
お
い
て
増
え
て
い
る
、
婚
姻
類
似
の
効
力
を
有
す
る
共
同
生
活
形
態（
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
法
上
のP

A
C

S

な
ど
）
を
単
位
法
律
関
係
と
し
て
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
一
、
二
年
の
間
に
欧
州
各
国
で
、
こ
の
種
の
共
同
生
活
形
態
を
単
位

法
律
関
係
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
際
私
法
の
改
正
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
離
婚
の
準
拠
法
決
定
に
、
一
定
限
度
で
当
事
者
自
治
を
採
用
し
た
点
で
あ
る
（
第
五
五
条
）。
類
似
の
立
法
例
と
し
て
は
、

オ
ラ
ン
ダ
の
婚
姻
の
解
消
お
よ
び
別
居
に
つ
い
て
の
法
の
抵
触
に
関
す
る
一
九
八
一
年
三
月
二
五
日
法
が
あ
る
が
、
珍
し
い
立
法
例
で

あ
る
と
い
え
る
。

第
六
に
、
知
的
財
産
権
の
準
拠
法
に
つ
き
、
特
許
な
ど
工
業
所
有
権
の
名
義
人
の
決
定
に
つ
き
準
拠
法
を
別
異
に
定
め
て
い
る
点
も
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あ
げ
ら
れ
る
（
第
九
三
条
）。
日
本
で
も
、
企
業
内
研
究
者
の
発
明
に
つ
い
て
、
そ
の
工
業
所
有
権
が
企
業
と
研
究
者
の
い
ず
れ
に
帰

属
す
る
の
か
を
巡
り
訴
訟
の
場
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

第
七
に
、
契
約
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、
義
務
発
生
地
管
轄
を
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
（
第
九
六
条
）。
契
約
債
務
に
つ

い
て
そ
の
発
生
地
に
管
轄
を
認
め
る
立
法
例
は
、
あ
ま
り
例
が
な
く
、
極
め
て
珍
し
い
規
定
と
い
え
る
。

以
上
が
、
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
も
、
委
員
会
審
議
、
国
会
審
議
を
経
て
今
後
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
は
留
意
さ
れ
た
い
。
そ
の
よ
う
な
流
動
的
な
立
法
案
を
、
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

我
が
国
で
も
、
現
在
、
法
例
の
改
正
が
進
行
中
で
あ
る
。
本
立
法
案
の
仮
訳
が
今
後
の
法
例
改
正
の
議
論
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
願
い

つ
つ
、
あ
え
て
立
法
案
仮
訳
の
公
表
に
踏
み
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
立
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
立
法
案
に
つ
い
て
」（
国
際
私
法
年
報
四
号
一
二
二
頁
以
下
）

も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
注
）

校
正
段
階
で
ベ
ル
ギ
ー
上
院
に
よ
り
示
さ
れ
た
立
法
案
の
修
正
案
お
よ
び
上
院
司
法
委
員
会
に
よ
り
示
さ
れ
た
立
法
案
の
修
正
案
に
接

し
た
。
か
な
り
多
く
の
条
文
に
つ
い
て
修
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
校
正
で
そ
れ
ら
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
文
中
で
述
べ
た

危
惧
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
修
正
理
由
な
ど
も
含
め
て
別
稿
で
の
翻
訳
と
い
う
形
を
取
ら
せ
て
頂
き
た
い
。

ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
立
法
案
（
仮
訳
）

第
一
条

本
法
は
、
憲
法
第
七
八
条
の
対
象
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
き
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
第
五
条
、
六
条
、
七
条
、
八

条
、
九
条
、
一
〇
条
、
一
一
条
、
一
二
条
、
一
三
条
、
一
四
条
、
二
三
条
第
一
項
、
二
三
条
第
二
項
、
三
二
条
、
三
三
条
、
三
六

条
、
四
〇
条
、
四
二
条
、
四
三
条
、
五
九
条
、
六
一
条
、
六
六
条
、
七
三
条
、
七
七
条
、
八
五
条
、
八
六
条
、
九
六
条
、
九
七
条
、

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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一
〇
九
条
、
一
一
六
条
、
一
二
三
条
、
一
二
六
条
第
一
項
、
一
三
二
条
、
一
三
三
条
、
一
三
四
条
並
び
に
一
三
五
条
第
六
号
お
よ

び
第
八
号
は
、
憲
法
第
七
七
条
の
対
象
と
す
る
事
項
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

総
則

第
一
款

目
的

第
二
条

目
的

国
際
条
約
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
機
関
の
発
し
た
文
書
、
も
し
く
は
、
特
別
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
を
留
保
し
て
、
本
法

は
、
渉
外
的
状
況
に
お
け
る
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
、
準
拠
法
の
決
定
、
並
び
に
民
事
お
よ
び
商
事
に
お
け
る
外
国

判
決
お
よ
び
公
正
証
書
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
有
効
性
の
要
件
に
つ
き
規
律
す
る
。

第
二
款

国
籍
、
住
所
お
よ
び
居
所
の
決
定

第
三
条

国
籍

�

自
然
人
が
あ
る
国
の
国
籍
を
有
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
当
該
国
の
法
に
よ
る
。

�

本
法
に
お
い
て
、
複
数
の
国
籍
を
有
す
る
自
然
人
の
本
国
法
と
は
以
下
の
も
の
を
い
う
。

��

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
ベ
ル
ギ
ー
国
籍
で
あ
れ
ば
ベ
ル
ギ
ー
国
法

��

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
総
合
的
な
状
況
か
ら
当
事
者
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
。
特
に
常
居
所
が
考
慮
さ

れ
る
。

�

本
法
に
お
い
て
、
無
国
籍
者
も
し
く
は
法
あ
る
い
は
国
際
条
約
に
照
ら
し
て
難
民
で
あ
る
自
然
人
の
本
国
法
と
は
常
居
所
法

を
さ
す
も
の
と
す
る
。

�

本
法
に
お
い
て
、
国
籍
を
証
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
自
然
人
の
本
国
法
と
は
常
居
所
地
法
を
さ
す
も
の
と
す
る
。
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第
四
条

住
所
お
よ
び
常
居
所

�

本
法
の
適
用
に
際
し
、
住
所
と
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

��

自
然
人
が
主
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
住
民
登
録
後
、
外
国
人
登
録
簿
も
し
く
は
登
録
予
約
簿
（registre

d’attente

）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
場
所

��

法
人
が
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
定
款
上
の
本
拠
を
有
し
て
い
る
場
所

�

本
法
の
適
用
に
際
し
、
常
居
所
と
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

��

自
然
人
が
、
主
と
し
て
、
定
住
し
た
場
所
。
な
ん
ら
の
登
録
も
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
滞
在
許
可
も
し
く
は
定
住
許

可
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
地
を
決
定
す
る
に
は
、
特
に
、
そ
の
場
所
と
の
永
続
的
な
関
係
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
関

係
を
結
び
た
い
と
い
う
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
人
的
も
し
く
は
職
業
的
性
質
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
。

��

法
人
が
そ
の
主
た
る
営
業
所
を
有
し
て
い
る
場
所
。
こ
の
地
を
決
定
す
る
に
は
、
特
に
、
経
営
の
中
心
、
な
ら
び
に
そ
の

営
業
も
し
く
は
活
動
の
中
心
お
よ
び
、
補
足
的
に
、
定
款
上
の
本
拠
を
考
慮
す
る
。

第
三
款

裁
判
管
轄
権

第
五
条

被
告
の
住
所
も
し
く
は
常
居
所
に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄

本
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
被
告
が
、
訴
訟
の
開
始
時
に
（lors

de
l’in

trodu
ction

de

la
dem

an
de

）
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

被
告
が
複
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
被
告
の
一
人
が
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
裁

判
管
轄
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
あ
る
被
告
を
そ
の
住
所
地
も
し
く
は
常
居
所
地
の
裁
判
所
外
に
引
き
出
す
こ
と
の
み
を
目
的
と

し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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第
六
条

国
際
裁
判
管
轄
を
付
与
す
る
合
意
（P

rorogation
volon

taire
de

com
peten

ce
in

tern
ation

al

）

�

ベ
ル
ギ
ー
法
に
照
ら
し
て
、
当
事
者
に
任
意
処
分
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
つ
き
、
当
事
者
が
有
効
に
、
権
利
関
係
に
際

し
生
じ
た
か
も
し
く
は
将
来
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
も
し
く
は
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
裁

判
所
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
所
の
み
が
専
属
的
に
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

本
法
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
が
出
頭
し
た
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
そ
の
出
頭
が
管
轄
権
に
つ
い
て
争
う
こ
と

を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
な
い
限
り
は
、
当
該
被
告
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
つ
き
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

�

た
だ
し
、
第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
合
的
な
状
況
か
ら
、
当
該
訴
訟
が
ベ
ル
ギ
ー
と
な
ん
ら
の
重
要
な
関
連
を

も
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
権
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

国
際
裁
判
管
轄
権
の
任
意
の
排
除
合
意
（D

erogation
volon

taire
à

la
com

peten
ce

in
tern

ation
al

）

ベ
ル
ギ
ー
法
に
照
ら
し
て
、
当
事
者
に
任
意
処
分
が
認
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
つ
き
、
当
事
者
が
有
効
に
、
権
利
関
係
に
際
し
生

じ
た
か
も
し
く
は
将
来
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
、
外
国
裁
判
所
も
し
く
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
き

合
意
を
し
て
お
り
、
か
つ
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
判
決
を
下
す
こ
と
を

延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
外
国
判
決
が
ベ
ル
ギ
ー
で
承
認
も
し
く
は
執
行
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合
、

あ
る
い
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
第
一
一
条
に
照
ら
し
て
、
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー

裁
判
所
は
、
外
国
判
決
が
、
本
法
に
照
ら
し
て
承
認
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
管
轄
権
を
放
棄
す
る
。

第
八
条

保
証
の
請
求
、
参
加
請
求
お
よ
び
反
訴
請
求
（D

em
an

de
en

garan
tie

ou
en

in
terven

tion
et

dem
an

de

recon
ven

tion
n

elle

）

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
来
の
訴
訟
（dem

an
de

origin
aire

）
の
提
起
を
認
め
た
場
合
に
は
、
保
証
あ
る
い
は
参
加
請
求
に
つ

資 料

（阪大法学）５４（１―３６２）３６２〔２００４．５〕



き
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
本
来
の
訴
訟
が
通
常
裁
判
管
轄
権
を
有
す
べ
き
裁
判
所
外
へ
被
告
を
引
き
出
す
こ
と
の

み
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

あ
る
請
求
に
つ
き
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
本
訴
の
基
礎
と
な
る
事
実
も
し
く
は
行
為
か
ら
生
じ
る
反
訴
請
求
に
つ
い

て
も
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
九
条

国
際
的
関
連
性

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
、
あ
る
訴
え
に
つ
き
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
訴
え
に
密
接
に
関
連
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
が
別
異
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
矛
盾
し
た
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、

同
一
に
審
理
す
べ
き
で
あ
る
訴
え
に
つ
い
て
も
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
一
〇
条

仮
処
分
、
保
全
措
置
お
よ
び
仮
執
行
（M

esu
res

provisoires
et

con
servatoires

et
m

esu
res

d’exécu
tion

）

緊
急
の
場
合
に
は
、
本
法
に
照
ら
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
そ
の
基
礎
に
つ
い
て
の
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
訴
訟
の
開
始
時
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
人
も
し
く
は
物
に
関
す
る
仮
処
分
、
保
全
措
置
お

よ
び
仮
執
行
に
つ
い
て
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
一
一
条

国
際
裁
判
管
轄
権
の
例
外
的
な
付
与

本
法
の
他
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
例
外
的
に
、
事
案
が
ベ
ル
ギ
ー
と
密
接
な
関
連
性
を
有
し
、
か
つ
、

外
国
で
の
手
続
き
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
当
該
訴
訟
を
外
国
で
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に

は
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
一
二
条

国
際
裁
判
管
轄
の
調
査

訴
え
が
提
起
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
職
権
で
そ
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
つ
き
調
査
す
る
。
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第
一
三
条

内
国
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
、
本
法
に
照
ら
し
て
、
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
、
裁
判
所
の
土
地
管
轄
権
は
、
第
二
三
条
に
定
め
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
民
事
訴
訟
法
も
し
く
は
特
別
法
の
関
連
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
裁
判
所
の
土
地
管
轄
を
基
礎
付
け
る
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
本
法
の
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
に
関
連
す
る
規

定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
が
土
地
管
轄
権
を
決
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
告
は
、
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
管
轄
区
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
四
条

国
際
的
訴
訟
競
合

訴
訟
が
外
国
裁
判
所
で
係
属
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
外
国
で
の
判
決
が
ベ
ル
ギ
ー
で
承
認
さ
れ
る
も
し
く
は
執
行
さ
れ
う
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
同
じ
当
事
者
間
で
同
じ
訴
訟
物
か
つ
同
じ
理
由
に
基
づ
い
て
二
番
目
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー

裁
判
所
は
、
外
国
判
決
の
下
さ
れ
る
と
き
ま
で
判
決
を
下
す
こ
と
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
法
の
適
正
な
運
営
の
要
請
が

考
慮
さ
れ
る
。
外
国
判
決
が
本
法
に
照
ら
し
て
承
認
さ
れ
う
る
と
き
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
裁
判
管
轄
権
を
放
棄
す
る
。

第
四
款

法
の
抵
触

第
一
五
条

外
国
法
の
適
用

�

指
示
さ
れ
た
外
国
法
の
内
容
は
裁
判
所
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
。

外
国
法
は
当
該
国
で
な
さ
れ
て
い
る
と
同
じ
解
釈
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
。

�

裁
判
官
が
外
国
法
の
内
容
を
証
明
で
き
な
い
場
合
、
当
事
者
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

外
国
法
の
内
容
を
適
切
な
時
期
に
証
明
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
を
適
用
す
る
。
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第
一
六
条

反
致

本
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
あ
る
国
の
法
と
は
当
該
国
の
国
際
私
法
規
定
を
除
い
た
法
を
い
う
。

第
一
七
条

地
域
的
若
し
く
は
人
的
不
統
一
法
国

�

本
法
が
二
以
上
の
法
制
を
有
す
る
国
の
法
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
複
数
の
法
制
の
各
々
が
準
拠
法
決
定
の
結
果
適
用
さ
れ

る
べ
き
国
の
法
と
す
る
。

�

第
一
章
の
意
味
に
お
い
て
、
自
然
人
の
本
国
法
と
は
、
当
該
国
に
お
い
て
有
効
な
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法
の
こ
と
を
い

う
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
規
則
が
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
と
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
制
を
い
う
。

人
的
に
複
数
の
法
制
を
有
す
る
国
の
法
と
は
、
第
一
章
の
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
で
有
効
な
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法

の
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
規
則
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
法
的
関
係
が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
い
う
。

第
一
八
条

法
律
回
避
（F

rau
de

à
la

loi

）

当
事
者
に
処
分
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、
本
法
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
べ
き
法
を
回
避
す
る
た
め
に
の
み
な
さ
れ
た
行
為
を
考
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
一
九
条

例
外
規
定

�

本
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
は
、
総
合
的
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
当
該
事
案
が
本
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
と
密
接
な
関
連

を
有
さ
ず
、
他
の
国
と
非
常
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
例
外
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

密
接
関
連
を
有
し
て
い
る
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

前
文
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
に
、
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
お
よ
び
原
因
と
な
る
関
係
が
発
生
し
た
状
況
を
、
当
該
関
係

が
発
生
時
に
関
連
を
有
し
て
い
た
国
の
国
際
私
法
規
則
に
従
っ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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�

前
項
は
本
法
に
従
い
当
事
者
が
準
拠
法
を
選
択
し
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
準
拠
法
の
指
定
が
本
法
の
規
定
に

基
づ
い
て
い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

第
二
〇
条

適
用
可
能
性
に
関
す
る
特
別
規
定

本
法
の
規
定
は
、
抵
触
法
規
範
に
よ
り
、
い
か
な
る
法
が
指
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
法
も
し
く
は
そ
の
強
行
的
な
目
的
に
照
ら
し
て
、

当
該
状
況
を
規
律
す
る
ベ
ル
ギ
ー
法
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
一
条

公
序
に
よ
る
例
外

本
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
外
国
法
規
定
の
適
用
が
、
明
ら
か
に
公
序
に
反
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
は
排
除

さ
れ
る
。

第
五
款

外
国
判
決
お
よ
び
外
国
公
文
書
の
有
効
性

第
二
二
条

外
国
判
決
の
承
認
お
よ
び
執
行

�

他
国
で
執
行
力
あ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
第
二
三
条
に
規
定
す
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
判
決
は
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、

一
部
も
し
く
は
全
部
が
執
行
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
三
条
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
違
反
し
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、

外
国
判
決
は
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。

外
国
判
決
の
承
認
が
付
随
的
な
手
続
き
の
中
で
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
場
合
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
そ
の
管

轄
を
有
す
る
。

判
決
は
第
二
五
条
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
場
合
に
の
み
承
認
さ
れ
も
し
く
は
執
行
が
認
め
ら
れ
る
。

�

人
の
身
分
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
、
な
ら
び
に
検
察
官
は
二
三
条
に
定
め
る
手
続
き
に
従
い
、

外
国
判
決
の
一
部
が
ま
た
は
全
部
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
、
も
し
く
は
執
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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�

こ
の
法
律
に
お
い
て

��

判
決
と
は
裁
判
権
を
行
使
す
る
機
関
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
す
べ
て
の
判
決
を
い
う
。

��

承
認
は
外
国
で
判
断
さ
れ
た
権
利
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
三
条

承
認
も
し
く
は
執
行
の
管
轄
お
よ
び
手
続

�

第
一
審
の
裁
判
所
は
外
国
判
決
の
承
認
も
し
く
は
執
行
に
関
す
る
訴
え
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

�

第
三
一
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
被
告
が
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
有
す
る
場
所
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
。
被
告
が

ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
常
居
所
も
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
執
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
。
判
決
の
承
認

に
関
す
る
訴
え
が
、
前
項
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
告
は
、
被
告
の
住
所
も
し
く
は
常
居
所
の
裁
判
所
の
ど
ち

ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
常
居
所
も
な
い
場
合
に
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
管
轄
区
の
裁
判
所
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
請
求
が
第
三
一
条
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
登
録
が
受
け
付
け
ら
れ
た
管
轄
区
の
裁

判
所
に
提
起
さ
れ
る
。

�

訴
え
は
民
事
訴
訟
法
一
〇
二
五
条
な
い
し
一
〇
三
四
条
に
規
定
さ
れ
る
手
続
き
に
従
っ
て
、
提
起
さ
れ
、
審
理
さ
れ
る
。
原

告
は
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
で
住
所
の
選
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
短
期
間
で
判
決
を
下
す
。

�

通
常
審
理
の
対
象
と
な
る
、
若
し
く
は
な
る
べ
き
外
国
判
決
に
つ
い
て
は
仮
執
行
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官

は
仮
執
行
を
な
す
に
際
し
担
保
の
設
定
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

民
事
訴
訟
法
一
〇
二
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
執
行
を
認
め
る
判
決
に
対
す
る
上
訴
期
間
の
間
、
お
よ
び
終
局
判
決
が
下
さ
れ

る
ま
で
は
、
執
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
当
事
者
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
保
全
措
置
手
続
き
の
み
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
措
置
を
行

う
許
可
は
執
行
を
認
め
る
判
決
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
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第
二
四
条

承
認
も
し
く
は
執
行
に
必
要
と
さ
れ
る
書
類

�

外
国
判
決
の
承
認
若
し
く
は
強
制
執
行
を
求
め
る
当
事
者
は
次
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

��

判
決
国
法
に
従
い
、
そ
の
真
正
に
必
要
な
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
判
決
の
謄
本

��

欠
席
判
決
の
場
合
に
は
、
判
決
国
の
法
律
に
従
い
欠
席
当
事
者
に
対
し
て
訴
訟
開
始
行
為
若
し
く
は
そ
れ
に
類
似
の
行
為

が
送
達
若
し
く
は
通
知
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
の
原
本
若
し
く
は
原
本
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
写
し

��

判
決
国
の
法
律
に
従
い
、
当
該
判
決
が
執
行
可
能
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
、
送
達
若
し
く
は
通
知
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類

�

前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
提
出
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
提
出
を
さ
せ
る
の
に
必
要
な
期
間
を
与
え
る
か
、
類

似
の
書
類
を
許
可
す
る
か
、
も
し
く
は
、
十
分
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
書
類
の
提
出
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
五
条

承
認
も
し
く
は
執
行
の
拒
絶
事
由

�

外
国
判
決
は
以
下
に
掲
げ
る
場
合
に
は
承
認
も
執
行
も
さ
れ
な
い
。

��

承
認
若
し
く
は
執
行
宣
言
を
し
た
結
果
明
ら
か
に
公
序
に
反
す
る
場
合

��

防
御
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

��

当
事
者
に
任
意
の
処
分
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
事
項
に
関
し
て
、
本
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法
の
適
用
を
逃
れ
る
た
め

だ
け
に
、
外
国
で
得
ら
れ
た
判
決

��

第
二
三
条
第
四
項
の
規
定
を
除
い
て
、
外
国
判
決
が
な
お
も
判
決
国
の
法
律
に
従
っ
て
通
常
の
上
訴
の
対
象
と
な
り
う
る

場
合

��

ベ
ル
ギ
ー
で
下
さ
れ
た
判
決
、
若
し
く
は
判
決
国
以
外
の
国
で
下
さ
れ
か
つ
ベ
ル
ギ
ー
で
の
承
認
が
予
測
さ
れ
る
判
決
と
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矛
盾
す
る
場
合

��

同
一
当
事
者
間
で
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
外
国
で
訴
訟
が
開
始
さ
れ
る
よ
り
前
に
ベ
ル
ギ
ー
で
訴
訟
が
開
始
さ
れ
、
未

だ
係
属
中
で
あ
る
場
合

��

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
訴
え
に
つ
き
専
属
的
に
管
轄
権
を
有
す
る
場
合

��

外
国
裁
判
所
の
管
轄
権
が
、
被
告
若
し
く
は
財
産
の
所
在
の
み
に
基
づ
き
、
他
に
判
決
国
と
訴
訟
と
の
間
に
な
ん
ら
の
直

接
的
な
関
連
が
存
在
し
な
い
場
合

��

承
認
若
し
く
は
執
行
が
第
三
九
条
、
五
七
条
、
七
二
条
、
九
五
条
、
一
一
五
条
お
よ
び
一
二
一
条
に
規
定
す
る
拒
絶
事
由

の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
場
合

�

前
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
外
国
判
決
が
実
質
的
再
審
査
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
六
条

外
国
判
決
の
証
拠
力

�

外
国
判
決
は
、
判
決
国
の
法
律
に
従
い
証
拠
力
を
有
す
る
に
必
要
な
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い

て
裁
判
官
に
よ
る
事
実
確
認
の
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（fait

foi
en

B
elgiqu

e
des

con
statation

s
faites

par
le

ju
ge

）。

外
国
裁
判
官
に
よ
る
事
実
確
認
は
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
公
序
に
反
す
る
限
り
に
お
い
て
、
排
除
さ
れ
る
。

�

外
国
裁
判
官
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
事
実
と
異
な
る
証
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
手
続
き
に
よ
り
な
さ
れ
う
る
。

第
二
七
条

外
国
公
正
証
書
（l’acte

au
th

en
tiqu

e

）
の
効
力
お
よ
び
執
行
力

�

第
二
八
条
お
よ
び
二
九
条
の
規
定
を
除
く
ほ
か
、
外
国
公
正
証
書
は
特
に
第
一
八
条
な
い
し
二
一
条
の
規
定
を
考
慮
し
て
、

そ
の
有
効
性
が
、
本
法
に
照
ら
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
従
い
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
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公
的
機
関
に
提
出
さ
れ
う
る
。

証
書
は
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
国
の
法
に
従
い
、
真
正
性
に
必
要
な
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
四
条
の
規
定
は
必
要
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
。

�

外
国
公
正
証
書
は
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
国
で
執
行
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
も
第
一
審
裁

判
所
に
よ
り
、
第
一
項
に
定
め
る
要
件
の
審
査
後
に
、
執
行
力
あ
る
も
の
と
し
て
宣
言
さ
れ
る
。

�

外
国
裁
判
所
で
な
さ
れ
た
和
解
は
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国
で
執
行
可
能
で
あ
る
場
合
、
公
正
証
書
と
同
じ
要
件
で
、
ベ
ル
ギ

ー
に
お
い
て
も
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
八
条

外
国
公
正
証
書
の
証
拠
能
力

�

外
国
公
正
証
書
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
以
下
に
あ
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
作
成
し
た
官
憲
に
よ
り
証
明
さ

れ
た
事
実
の
証
拠
と
な
る
。

��

当
該
証
書
の
方
式
を
規
律
す
る
法
の
定
め
る
要
件
、
か
つ

��

作
成
国
の
法
に
従
い
そ
の
真
正
性
に
必
要
な
要
件

外
国
官
憲
に
よ
り
な
さ
れ
た
証
明
は
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
公
序
に
反
し
た
効
力
を
生
ぜ
し
め
る
場
合
に
は
制
限
さ
れ
る
。

�

外
国
官
憲
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
事
実
の
反
証
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
手
続
き
に
よ
り
提
示
さ
れ
う
る
。

第
二
九
条

外
国
判
決
お
よ
び
外
国
公
正
証
書
の
効
果

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
承
認
、
執
行
力
の
宣
言
も
し
く
は
証
拠
力
に
つ
い
て
の
要
件
の
審
査
を
す
る
こ
と
な
く
、
外
国
判

決
も
し
く
は
外
国
公
正
証
書
の
存
在
は
考
慮
さ
れ
る
。
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第
三
〇
条

認
証

�

外
国
判
決
も
し
く
は
外
国
公
正
証
書
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
全
体
も
し
く
は
抄
本
で
、
あ
る
い
は
、
原
本
も
し
く
は
謄

本
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
証
は
、
署
名
の
真
実
性
、
証
書
の
署
名
者
の
適
性
、
お
よ
び
、
必
要
な
場
合
に
は
、
証
書
に
付
さ
れ
て
い
る
印
章
も
し
く
は

印
紙
の
同
一
性
の
み
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

認
証
は
以
下
の
者
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

��

判
決
が
下
さ
れ
た
国
も
し
く
は
証
書
が
作
成
さ
れ
た
国
で
認
め
ら
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
外
交
官
も
し
く
は
領
事
官

��

前
号
の
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
判
決
国
も
し
く
は
証
書
作
成
国
で
ベ
ル
ギ
ー
の
利
益
を
代
表
す
る
外
国
外
交
官
も
し
く

は
領
事
官

��

前
二
号
の
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
外
国
の
外
務
大
臣

�

認
証
の
方
式
は
王
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

第
三
一
条

身
分
お
よ
び
能
力
に
関
す
る
外
国
判
決
お
よ
び
外
国
公
文
書
の
記
載
事
項
な
ら
び
に
謄
本

�

民
事
的
身
分
に
関
す
る
外
国
公
正
証
書
は
、
第
二
七
条
第
一
項
に
定
め
る
要
件
の
審
査
の
後
で
し
か
、
身
分
証
書
の
欄
外
注

記
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
身
分
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
人
口
登
録
簿
（u

n
registre

de
la

popu
la-

tion

）、
外
国
人
登
録
簿
も
し
く
は
登
録
予
約
簿
へ
の
登
記
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

外
国
判
決
の
欄
外
注
記
も
し
く
は
登
録
は
、
第
二
五
条
、
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
、
第
三
九
条
、
五
七
条
お
よ
び
七
二
条
に

定
め
る
要
件
の
審
査
の
後
で
し
か
な
さ
れ
な
い
。

�

審
査
は
、
証
書
も
し
く
は
登
録
簿
の
受
任
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
問
題
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
証
書
も
し
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く
は
判
決
を
、
必
要
な
場
合
に
補
足
的
な
審
査
を
行
う
検
察
官
の
意
見
を
求
め
る
た
め
に
送
付
す
る
。

司
法
大
臣
は
、
第
一
項
の
対
象
と
な
る
要
件
の
統
一
的
な
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
通
達
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

�

王
は
、
ベ
ル
ギ
ー
人
も
し
く
は
ベ
ル
ギ
ー
に
居
住
す
る
外
国
人
に
関
し
て
い
る
場
合
に
、
第
一
項
の
要
件
を
み
た
す
判
決
お

よ
び
証
書
の
登
録
の
管
理
方
式
を
作
成
し
、
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

自
然
人

第
一
款

身
分
、
能
力
、
親
権
お
よ
び
無
能
力
者
の
保
護

第
三
二
条

身
分
お
よ
び
能
力
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

本
法
に
特
に
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
以
下
の
場
合
に
、
人
の
身
分
お
よ
び
能
力
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
え

に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
本
法
の
総
則
規
定
に
規
定
あ
る
場
合
を
除
く
。

��

そ
の
者
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
か
、
あ
る
い
は

��

訴
訟
の
開
始
時
に
そ
の
者
が
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
る
場
合
。

第
三
三
条

親
権
、
後
見
お
よ
び
無
能
力
者
の
保
護
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
の
総
則
及
び
第
三
二
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
訴
え
が
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
財
産
に
関

す
る
場
合
に
は
、
親
権
、
後
見
お
よ
び
無
能
力
者
若
し
く
は
そ
の
財
産
の
保
護
に
関
す
る
訴
え
に
付
き
管
轄
を
有
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
婚
姻
の
無
効
、
離
婚
お
よ
び
別
居
の
訴
え
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
親
権
の
行
使
お
よ
び
一
八
歳
以

下
の
子
と
親
と
の
人
的
関
係
に
関
す
る
権
利
の
行
使
に
関
す
る
請
求
に
つ
い
て
も
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

緊
急
の
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
者
に
つ
き
、
必
要
な
措
置
を
取
る
管
轄
を
有
す
る
。
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第
三
四
条

身
分
お
よ
び
能
力
の
準
拠
法

�

本
法
に
特
に
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
の
身
分
お
よ
び
能
力
は
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。

前
文
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
能
力
は
、
国
籍
変
更
の
効
果
に
よ
り
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

�

あ
る
法
律
関
係
に
特
有
の
無
能
力
は
、
こ
の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

第
三
五
条

親
権
、
後
見
お
よ
び
無
能
力
者
の
保
護
の
準
拠
法

親
権
、
後
見
お
よ
び
無
能
力
者
あ
る
い
は
そ
の
財
産
の
保
護
は
、
訴
訟
の
開
始
時
に
そ
の
者
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に

よ
る
。
本
条
で
指
定
さ
れ
た
法
が
十
分
な
措
置
を
備
え
て
い
な
い
場
合
、
訴
訟
の
開
始
時
に
そ
の
者
が
国
籍
を
有
し
て
い
た
国
の

法
が
適
用
さ
れ
る
。
適
用
さ
れ
る
べ
き
外
国
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
措
置
を
取
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場

合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
二
款

氏
お
よ
び
名

第
三
六
条

氏
お
よ
び
名
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
別
段
の
定
あ
る
場
合
を
除
き
、
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
る
者
お
よ
び
ベ
ル
ギ

ー
に
常
居
所
を
有
す
る
者
に
つ
き
、
そ
の
者
の
氏
若
し
く
は
名
を
決
定
す
る
裁
判
管
轄
を
有
す
る
。
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー

国
民
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
当
局
も
ま
た
そ
の
者
の
氏
も
し
く
は
名
の
変
更
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
訟
に
つ
き
管
轄

を
有
す
る
。

第
三
七
条

氏
お
よ
び
名
の
決
定
の
準
拠
法

氏
お
よ
び
名
の
決
定
は
そ
の
者
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
国
籍
変
更
が
氏
お
よ
び
名
に
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
の
新
し
い
本
国
法
に
よ
る
。

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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第
三
八
条

氏
若
し
く
は
名
の
変
更
の
準
拠
法

自
ら
の
意
思
に
よ
る
、
あ
る
い
は
、
法
的
効
果
に
よ
る
氏
若
し
く
は
名
の
変
更
は
、
訴
訟
開
始
時
の
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。

夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
が
、
婚
姻
の
際
に
氏
を
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
場
合
、
身
分
吏
は
婚
姻
証
書
に
そ

の
氏
を
記
載
す
る
。

第
三
九
条

外
国
で
生
じ
た
氏
若
し
く
は
名
の
決
定
お
よ
び
変
更

人
の
氏
若
し
く
は
名
の
変
更
若
し
く
は
決
定
に
関
す
る
外
国
判
決
は
、
第
二
五
条
に
定
め
る
拒
絶
事
由
が
存
在
す
る
場
合
、
あ
る

い
は
、
決
定
若
し
く
は
変
更
の
時
に
、
そ
の
者
が
判
決
国
の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
若
し
く
は
、
こ
の
決
定
あ
る
い

は
変
更
が
そ
の
者
が
国
籍
を
有
す
る
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
場
合
、
ベ
ル
ギ
ー
で
承
認
さ
れ
な
い
。

第
三
款

不
在
（absen

ce

）

第
四
〇
条

不
在
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
不
在
の
確
認
あ
る
い
は
そ
の
効
果
の
決
定
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
管
轄
を

有
す
る
。
た
だ
し
本
法
総
則
第
五
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

��

失
踪
し
た
者
が
、
失
踪
時
に
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
っ
た
か
若
し
く
は
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合

��

訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
不
在
者
の
財
産
に
か
か
る
請
求
で
あ
る
場
合
。

第
四
一
条

不
在
の
準
拠
法

不
在
は
そ
の
者
の
失
踪
時
の
本
国
法
に
よ
る
。
不
在
者
の
財
産
の
一
時
的
な
管
理
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。

資 料
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第
三
章

婚
姻
関
係

第
一
款

国
際
裁
判
管
轄

第
四
二
条

婚
姻
関
係
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の
場
合
、
婚
姻
あ
る
い
は
そ
の
効
果
、
夫
婦
財
産
制
、
離

婚
若
し
く
は
別
居
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
管
轄
を
有
す
る
。

��

共
同
請
求
（dem

an
de

con
join

te

）
の
場
合
、
夫
婦
の
一
方
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合

��

夫
婦
の
最
後
の
常
居
所
が
、
訴
訟
の
開
始
前
一
二
ヶ
月
以
内
に
ベ
ル
ギ
ー
に
あ
る
場
合

��

原
告
と
な
る
配
偶
者
が
訴
訟
の
開
始
時
に
一
二
ヶ
月
以
上
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合

��

夫
婦
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
る
場
合

第
四
三
条

婚
姻
お
よ
び
離
婚
に
関
す
る
裁
判
管
轄
の
拡
張

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
以
下
の
場
合
に
も
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

ベ
ル
ギ
ー
で
下
さ
れ
た
別
居
に
関
す
る
判
決
を
離
婚
判
決
に
変
え
る
こ
と
、
若
し
く
は
婚
姻
、
離
婚
若
し
く
は
別
居
の
効
力

に
関
し
て
ベ
ル
ギ
ー
で
下
さ
れ
た
判
決
を
再
審
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
え

��

訴
え
が
検
察
官
に
よ
り
提
起
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
婚
姻
の
有
効
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
夫
婦
の
一
方
が
訴

訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
か
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合
。

第
四
四
条

婚
姻
の
挙
行
に
関
す
る
ベ
ル
ギ
ー
官
庁
の
管
轄
権

婚
姻
は
、
配
偶
者
と
な
る
べ
き
者
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
る
か
、
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
ベ
ル
ギ
ー
に
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
挙
行
さ
れ
得
る
。

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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第
二
款

婚
姻
予
約
の
準
拠
法

第
四
五
条

婚
姻
予
約
の
準
拠
法

婚
姻
の
予
約
は
以
下
の
法
に
よ
る
。

��

配
偶
者
と
な
る
べ
き
者
の
双
方
が
婚
姻
予
約
の
当
時
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法

��

同
一
常
居
所
が
な
い
場
合
に
は
、
配
偶
者
と
な
る
べ
き
者
の
双
方
の
婚
姻
予
約
当
時
の
本
国
法

��

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。

第
三
款

婚
姻
の
準
拠
法

第
四
六
条

婚
姻
の
方
式
の
準
拠
法

第
四
七
条
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
婚
姻
の
有
効
性
の
要
件
は
、
各
配
偶
者
に
つ
き
婚
姻
挙
行
時
の
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。

第
四
七
条

婚
姻
の
挙
行
に
関
す
る
手
続
き
の
準
拠
法

�

婚
姻
の
挙
行
に
関
す
る
手
続
き
は
婚
姻
が
挙
行
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
る
。

�

前
項
に
定
め
る
法
律
は
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。

��

婚
姻
に
先
立
つ
宣
言
お
よ
び
公
告
が
挙
行
地
国
で
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
方
式

��

婚
姻
行
為
が
挙
行
地
国
で
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
そ
の
方
式

��

宗
教
機
関
で
な
さ
れ
た
婚
姻
の
法
的
有
効
性

��

代
理
に
よ
る
婚
姻
の
可
能
性

第
四
八
条

婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法

�

第
五
三
条
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
婚
姻
の
効
力
は
以
下
の
法
に
よ
る
。

資 料
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��

効
力
が
援
用
さ
れ
た
と
き
（ces

effets
son

t
in

voqu
és

）
の
、
夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
法

��

夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合
に
は
、
効
力
が
援
用
さ
れ
た
と
き
の
夫
婦
の
共
通
本
国
法

��

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
ベ
ル
ギ
ー
法

�

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
準
拠
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

��

同
居
の
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務

��

婚
姻
費
用
の
分
担

��

各
当
事
者
の
所
得
税
お
よ
び
そ
の
配
分

��

夫
婦
間
に
お
け
る
契
約
お
よ
び
恵
与
（liberalité

）
の
許
容
性
、
お
よ
び
そ
の
取
り
消
し
可
能
性

��

一
方
配
偶
者
に
よ
る
他
方
配
偶
者
の
代
理
の
方
式

��

家
族
の
利
益
に
影
響
す
る
一
方
配
偶
者
の
な
し
た
行
為
の
、
他
方
配
偶
者
に
対
す
る
効
力
。
同
じ
く
、
そ
の
よ
う
な
行
為

の
結
果
と
し
て
の
損
害
賠
償
の
他
方
配
偶
者
に
対
す
る
効
力
。

	

前
二
項
の
例
外
と
し
て
、
家
族
の
主
た
る
住
居
と
し
て
供
さ
れ
て
い
る
不
動
産
の
所
在
地
法
は
、
配
偶
者
の
一
方
に
よ
る
、

当
該
不
動
産
も
し
く
は
そ
の
不
動
産
に
付
属
す
る
動
産
に
関
す
る
権
利
の
実
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

第
四
款

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

第
四
九
条

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
選
択




夫
婦
財
産
制
は
、
夫
婦
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
る
。

�

夫
婦
は
以
下
に
掲
げ
る
法
以
外
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

��

婚
姻
の
挙
行
後
に
最
初
に
常
居
所
と
し
た
国
の
法

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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��

選
択
の
と
き
の
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法

��

選
択
の
と
き
の
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法

第
五
〇
条

準
拠
法
選
択
の
方
式

�

準
拠
法
の
選
択
は
、
婚
姻
の
挙
行
前
も
し
く
は
婚
姻
の
際
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
前
の
選
択
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

�

選
択
は
第
五
二
条
第
一
項
に
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
は
夫
婦
の
全
財
産
を
対
象
と
し
て

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

両
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
選
択
の
結
果
と
し
て
の
準
拠
法
の
変
更
は
、
将
来
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
。
両
当
事
者
は
、

第
三
者
の
権
利
を
害
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
と
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（L

es
epou

x
peu

ven
t

en
disposer

au
trem

en
t

）。

第
五
一
条

選
択
が
な
い
場
合
の
準
拠
法

夫
婦
が
準
拠
法
を
選
択
し
て
い
な
い
場
合
、
夫
婦
財
産
制
は
以
下
の
法
律
に
よ
る
。

��

婚
姻
の
挙
行
後
、
夫
婦
が
最
初
に
常
居
所
を
定
め
た
地
の
法
律

��

共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合
に
は
、
婚
姻
の
と
き
の
夫
婦
の
共
通
本
国
法

��

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
婚
姻
の
挙
行
地
法

第
五
二
条

夫
婦
財
産
制
の
選
択
の
方
式
の
準
拠
法

夫
婦
財
産
制
の
選
択
は
、
そ
の
方
式
に
関
し
て
、
選
択
の
と
き
の
夫
婦
財
産
制
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
、
も
し
く
は
、
選
択
が
な

さ
れ
た
国
の
法
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
両
配
偶
者
に
よ
る
署
名
お
よ
び
日
付
が
記
さ
れ
て
い

資 料
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

夫
婦
財
産
制
の
変
更
（m

u
tation

）
は
、
当
該
変
更
が
生
じ
た
国
の
法
に
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。

第
五
三
条

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

第
五
二
条
を
留
保
し
て
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
適
用
さ
れ
る
。

��

準
拠
法
選
択
に
関
す
る
合
意
の
有
効
性

��

夫
婦
財
産
契
約
の
許
容
性
お
よ
び
有
効
性

��

夫
婦
財
産
制
の
選
択
の
可
能
性
お
よ
び
範
囲

��

夫
婦
財
産
制
変
更
の
可
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
、
な
ら
び
に
、
遡
及
効
の
有
無
お
よ
び
当
事
者
が
遡
及
的
効
力
を
発
生
さ
せ

る
こ
と
の
可
否

��

財
産
の
構
成
お
よ
び
管
理
権
の
付
与
（la

com
position

des
patrim

oin
es

et
l’attribu

tion
des

pou
voirs

de

gestion

）

��

夫
婦
財
産
制
の
終
了
お
よ
び
清
算
な
ら
び
に
そ
の
分
配

	

具
体
的
相
続
分
の
構
成
お
よ
び
分
配
（com

position
et

d’attribu
tion

des
lots

）
の
方
法
は
、
分
配
の
と
き
に
財
産
が

所
在
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
る
。

第
五
四
条

第
三
者
の
保
護

�

夫
婦
財
産
制
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
は
夫
婦
財
産
制
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
お
よ
び
債
務
者
た

る
配
偶
者
が
、
債
権
発
生
当
時
同
一
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
以
下
の
場
合
を
除
き
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

��

夫
婦
財
産
制
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
公
示
若
し
く
は
登
記
の
要
件
が
す
で
に
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合

ベルギー国際私法立法案の紹介（一）
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��

第
三
者
が
債
権
の
発
生
当
時
に
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
か
も
し
く
は
本
人
の
過
失
の
み
に
よ
り
夫
婦
財
産
制

に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
場
合

��

不
動
産
所
在
地
法
に
よ
り
、
不
動
産
の
物
権
に
関
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
公
示
の
制
度
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
場
合

�

夫
婦
財
産
制
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
は
、
日
常
家
事
若
し
く
は
子
供
の
教
育
に
関
し
て
一
方
配
偶
者
の
負
っ
た
債
務
に
つ
い

て
、
他
方
配
偶
者
が
義
務
を
負
う
か
否
か
、
ま
た
、
負
う
と
し
た
場
合
の
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
者

お
よ
び
債
務
者
た
る
配
偶
者
が
債
務
の
発
生
当
時
同
一
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
五
款

婚
姻
の
解
消
お
よ
び
別
居
の
準
拠
法

第
五
五
条

離
婚
お
よ
び
別
居
の
準
拠
法

�

離
婚
お
よ
び
別
居
は
以
下
の
法
に
よ
る
。

��

訴
訟
の
開
始
時
の
夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
法

��

共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
の
開
始
時
の
共
通
本
国
法

��

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
ベ
ル
ギ
ー
法

�

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
は
離
婚
若
し
く
は
別
居
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
以
下
に
掲
げ
る
法
の
う
ち
か
ら
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

��

訴
訟
の
開
始
時
の
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法

��

ベ
ル
ギ
ー
法

こ
の
選
択
は
最
初
の
出
廷
時
に
明
示
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
の
適
用
は
、
そ
の
法
が
離
婚
制
度
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
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第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
順
序
で
次
順
位
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
五
六
条

離
婚
お
よ
び
別
居
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

離
婚
お
よ
び
別
居
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
決
定
す
る
。

��

別
居
の
許
容
性

��

離
婚
若
し
く
は
別
居
の
理
由
お
よ
び
要
件
、
あ
る
い
は
、
共
同
請
求
（dem

an
de

con
join

te

）
の
場
合
に
は
、
そ
の
方

式
も
含
め
た
合
意
の
要
件

��

人
お
よ
び
配
偶
者
あ
る
い
は
子
の
扶
養
お
よ
び
財
産
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の
夫
婦
の
同
意
の
義
務

��

婚
姻
関
係
の
終
了
、
も
し
く
は
、
別
居
の
場
合
に
は
、
夫
婦
関
係
の
弱
化
の
範
囲

第
五
七
条

夫
の
意
思
に
基
づ
い
て
外
国
で
な
さ
れ
た
婚
姻
の
終
了

�

妻
が
同
等
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
、
夫
の
婚
姻
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
認
め
る
外
国
で
な
さ
れ
た
行
為
は
、
仮
に
行

為
が
な
さ
れ
た
国
の
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
法
第
二
二
条
に
従
い
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
承
認

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

�

第
二
五
条
に
定
め
る
拒
絶
事
由
の
ほ
か
、
以
下
の
場
合
に
は
外
国
判
決
は
、
承
認
さ
れ
な
い
。

��

意
思
の
確
認
の
と
き
に
、
妻
が
出
席
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合

��

意
思
の
確
認
の
際
に
、
妻
の
出
席
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
妻
が
出
席
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点

で
婚
姻
の
解
消
に
つ
き
何
ら
か
の
理
由
で
か
つ
な
ん
ら
の
強
制
も
無
く
妻
が
承
諾
し
な
か
っ
た
場
合

��

意
思
の
確
認
の
と
き
に
、
夫
婦
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合

��

意
思
の
確
認
の
と
き
に
、
夫
婦
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
国
民
で
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
そ
の
当
時
、
他
に
ベ
ル
ギ
ー
と
の
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間
に
明
白
な
関
連
が
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
こ
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

婚
姻
解
消
の
こ
の
形
式
が
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
国
あ
る
い
は
本
国
で
承
認
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
居

所
も
し
く
は
国
籍
を
理
由
と
し
て
、
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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